
 

＊「くらしの赤信号」は、くらしのリーダーをはじめ市民ボランティアの方々のご協力で配布しています。 
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相
談
専
用
電
話
（
在
住
・
在
職
・
在
学
）
８
４
４
‐
２
４
３
１ 

９
時
30
分
～
16
時
30
分
（
土･

日･

祝
日
、
年
末
年
始
除
く
） 

 
 

 
 

発行日 

〒573-0032  枚方市岡東町12番3－202号  

ひらかたサンプラザ3号館2階 TEL＆FAX 072（844）2433 

京阪電車枚方市駅東改札口を出て、右に徒歩１分 

＜相談受付＞  ☎ 072（844）2431 

午前 9：30～午後４：30 

（土・日・祝日、年末年始除く） 

 

発行 

 
 

「未納料金がある」等、身に覚えのない内容のハガキが届いたという相談が増加しています。この事例は

架空請求詐欺の一種で、不特定多数に対してハガキを送り、もっともらしい法律用語や脅し文句で不安を 

あおり、連絡してきた消費者から金銭をだまし取ろうとする手口です。また最近は法務局など公的機関を思わ

せる名称で圧着ハガキ（個人情報保護シールつきハガキ）が使われるなど手口がより巧妙化しています。 

１．身に覚えのない請求は無視すること 

 身に覚えのない請求に応じる必要はありません。無視してください。連絡をすればこちらの電話番号等を 

知られてしまいます。絶対に連絡しないようにしましょう。 

２．トラブルにあったら、すぐに消費生活センター等に相談すること 

 電話をしてしまった場合には、その場で脅されたり、その後に請求の電話が繰り返されたりすることが予想

されますが、請求には絶対に応じないようにしてください。対応に困った場合には、すぐに消費生活センター

等に相談しましょう。もし支払ってしまった場合は、すぐに最寄の警察署に相談してください。電子マネーで 

あれば発行会社、銀行振り込みであれば振込先の銀行に早急に連絡し、事情を伝えてください。（対応は 

事業者により異なります） 

  

 

 

 

 

 

アドバイス 

困ったら 

ご相談を！ 

ハ
ガ
キ
で
届
く 

架
空
請
求
に
ご
注
意
を
！ 

「最終告知」 
「民事訴訟」等の
言葉が使われて
いることが 
多い。 

もっともらしい 
法律用語等で 
不安をあおる。 

連絡をさせる 
ための誘い文句。 
連絡をすると 
住所や名前等を
聞き出されて 
しまう。 

個別の通知のように
番号がついている
が、実際には同じ番
号のものが多くの人
に送られている。 

差し迫った期限
を定め、慌てさせ
る。 

請求金額や債務の 
内容を示さずに 
過去の契約との 
関連をほのめかす。 

「法務局」 
「独立行政法人」
など公的機関を 
思わせる名称が 
多い。 

本当に裁判所への申
し立てがあった場合
には、裁判所から 
「特別送達(※)」と 
いう方法で通知が来
ます。その指示に従
って手続きをすれば
原告の主張が一方的
に認められることは 
ありません。法的な 
根拠がないのに差し
押さえがされること
もありません。 

※「特別送達」とは、裁判所が「支払督促」や「少額

訴訟の呼出状」等を送る場合に利用する特別な郵便 

方法で、原則、郵便職員が名宛人に手渡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用させるために、
固定電話の番号が 
記載されている 
ことが多い。 



 

 

ご注意ください 
[相談事例] 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

【
事
例
】 

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
広
告
で
、
以
前
か
ら
欲
し
か

っ
た
靴
が
定
価
の
四
分
の
一
程
度
の
値
段

で
販
売
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト
を
見
つ
け
た
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
購
入
し
た
が
、
商

品
が
届
か
な
い
。
サ
イ
ト
に
は
電
話
番
号

の
記
載
が
な
く
、
メ
ー
ル
を
送
っ
て
も
返

事
が
な
い
。 

 
 

 

そ
の
後
、
業
者
を
ネ
ッ
ト
検
索
し
た
と

こ
ろ
、
偽
ブ
ラ
ン
ド
を
取
り
扱
う
詐
欺
サ

イ
ト
ら
し
い
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
っ
た
。 

  

 

◎
初
め
て
利
用
す
る
サ
イ
ト
の
場
合
は
、
所
在
地
や

電
話
番
号
、
他
の
利
用
者
の
評
価
な
ど
を
自
分
で

し
っ
か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
特
に
、「
責
任
者
の

氏
名
、
所
在
地
、
電
話
番
号
」
な
ど
の
特
定
商
取
引

法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
表
記
が
な
い
サ
イ
ト

で
の
買
い
物
は
や
め
ま
し
ょ
う
。 

 

◎
一
般
の
お
店
で
売
ら
れ
て
い
る
価
格
よ
り
大
幅
に

安
く
販
売
さ
れ
て
い
る
場
合
は
注
意
が
必
要
で
す
。

コ
ピ
ー
商
品
か
、
詐
欺
サ
イ
ト
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
最
近
で
は
、
実
在
す
る
サ
イ
ト
を
コ
ピ
ー

し
て
ま
る
で
本
物
の
サ
イ
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に

だ
ま
す
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
ま
す
。 

 

◎
先
に
代
金
を
支
払
っ
て
し
ま
う
と
、「
商
品
が
送
ら

れ
て
こ
な
い
」
場
合
だ
け
で
な
く
、
商
品
に
問
題
が

あ
っ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
消
費
者
が

負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

て
も
相
手
に
返
金
を
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
お
金

を
取
り
戻
す
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。 

 

◎
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
不
安
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
商
品
が
届

か
な
か
っ
た
り
、
コ
ピ
ー
商
品
が
届
い
た
場
合
は
、

振
り
込
ん
だ
銀
行
や
警
察
に
も
相
談
し
ま
し
ょ
う
。 

   

ア
ド
バ
イ
ス 

前
か
ら
欲
し
か
っ
た
靴
が 

格
安
で
売
っ
て
い
る
け
ど
・
・
・
？ 

 

「石けんキャンペーン 

＆廃油回収（食用）予定」 
 

★６月１９日（火） 

北部支所玄関前 

 

★7 月 17 日（火） 

さだ生涯学習市民センター 

 

いずれも午前 10 時 30 分～正午 

 

※家庭用食用廃油のみ回収 

※容器はお持ち帰りいただきます 
 

 

催し予告 困った時はご相談を！ 

枚方市立 

消費生活センター 
相談専用電話 

（枚方在住・在職・在学）

072-844-2431 
9時 30分～16時 30分 
（土・日・祝日、年末年始除く） 

 

 

ひらかた観光大使「くらわんこ」 

 Ⓒ枚方文化観光協会 

 

 
 

 

 

「石けんキャンペーン 

＆廃油回収（食用）予定」 
 

★６月１９日（火） 

北部支所玄関前 

 

★7 月 17 日（火） 

 さだ生涯学習市民センター 

 

いずれも午前 10 時 30 分～正午 

 

※家庭用食用廃油のみ回収 

※容器はお持ち帰りいただきます 
 

 

催し予告 


